
 

伊達市外へ滞在（避難）されている皆様へ 

 

伊達市議会議員一般選挙のお知らせ 

投票日は ４月２６日(日)です。 

 

 

 

 

 次のすべての条件を満たしている方 

 （１） 満１８歳以上の日本国民であること 

     →平成２０年４月２７日以前に生まれた方 

 

 （２） 選挙人名簿に登録されていること 

     →令和８年１月１８日以前に伊達市に転入届を提出し、 

      引き続き伊達市の住民基本台帳に登録されていること 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

投票日（令和８年４月２６日）に投票所へ行くことができますか？ 

いいえ 

当日投票をご利用ください。 

→（３）へお進みください。 

はい 

不在者投票をご利用ください。 

→（５）へお進みください。 

（１）投票できる方 

（２）投票方法 

次のページへ進む 

住民票のある市町村が設置した期日前投票所 

へ行くことはできますか？ 

はい 

期日前投票をご利用ください。 

→（４）へお進みください。 

いいえ 

あなたの明日のために この一票が大切です。 

【問い合わせ先】 

伊達市選挙管理委員会 

住所：〒960-0692 

   伊達市保原町字舟橋 180 

電話：024-575-1204 

 



 

 

 

 

 

選挙当日（４月２６日）は、投票所入場券に記載された投票所で、投票することにな

ります。 

投票の際は、本人分の投票所入場券を持参のうえ、投票所へお越しください。 

なお、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿に登録されていて、本人であること

が確認できれば投票できますので、受付にお申し出ください。 

 投 票 所 投票所入場券に記載されています。 

投票時間 午前７時から午後６時まで（石田坂ノ上投票所は午後５時まで） 

 

 

 

期日前投票は、下記のいずれの期日前投票所でも投票することができます。 

 投票の際は、投票所入場券裏面の宣誓書（期日前投票をする本人分）にあらかじめ必

要事項記載し、持参のうえ、期日前投票所へお越しください。 

なお、投票所入場券がない場合でも、選挙人名簿に登録されており、本人であること

が確認できれば投票できますので、受付にお申し出ください。 

 

期日前投票所 期  間 時  間 

伊達市役所 

伊達総合支所 

梁川総合支所 

霊山総合支所 

ふるさとふれあいホール 

４月２０日（月）から 

 

４月２５日（土）まで 

午前８時３０分から 

 

午後８時まで 

 

 

 

 

 

 

  

※請求書兼宣誓書への 

記入は不要です。 

 

◆投票の際は、宣誓書（投票所入場券裏面又は投票所備え付け）の記入が必要です。 

 

◆滞在先（避難先）の市区町村の期日前投票所では、投票できません。 

投票できるのは、住民票のある伊達市の期日前投票所（上記の投票所）です。 

（３）当日投票 

（４）期日前投票 
※投票所入場券裏面の宣誓書

を記入してください。 



 

 

 

 不在者投票は、現在、滞在（避難）されている市区町村の不在者投票所で投票を行う方

法です。 

（１）期   間 ４月２０日（月）～４月２５日（土） 

（２）時間・場所 滞在地（避難先）市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。 

土曜日は休みの場合がほとんどですので、事前にご確認ください。 

＜手続きの流れ＞ 

ＳＴＥＰ１ 投票用紙等を請求する 

 
 ● 「請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し、伊達市選挙管理委員会に送付してくだ

さい。（メールやＦＡＸでの請求はできません） 

  ※請求は事前にできますが、投票用紙等の発送は告示日（４月１９日）の翌日以降

になります。 

 ＳＴＥＰ２ 投票用紙等を受け取る 

 
 ● 後日、「投票用紙、投票用封筒（内封筒と外封筒）、不在者投票証明書」が郵送さ

れます。 

 

 

 

 

 

 ＳＴＥＰ３ 滞在地（避難先）の市区町村で投票する 

 
 ● 届いた封筒一式を持参し、滞在地（避難先）の市区町村で投票してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  選挙公報は４月２０日（月）に市のホームページに掲載予定です。 

  選挙公報が必要な方は、選挙管理委員会までお問い合わせください。 

 

次のことを守らないと「投票ができなくなります」のでご注意ください。 

◆ 不在者投票証明書が入った封筒は、絶対に開封しないでください。 

◆ 自宅で事前に投票用紙の記載を行わないでください。 

 

◆ 滞在地（避難先）の市区町村から住民票がある伊達市に投票用紙を送る必要が 

あるため、余裕をもった早めの投票をお願いします。 

◆ 不在者投票用紙等の交付を受けた後に、伊達市で「当日投票」又は「期日前投票」

をする場合は、投票用紙等をすべて返還しないと投票することができません。 

必ず伊達市選挙管理委員会から届いた封筒一式を投票所に持参してください。 

（６）選挙公報 

（５）不在者投票 

「請求書兼宣誓書」が不足する場合は、コピー又は伊達市ホームページからダウンロー

ドして使用してください。 

※請求書兼宣誓書に必要事項を記入し、 

伊達市選挙管理委員会に送付してください。 


